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【附属機関名称】会議概要 

会 議 名 足立区成年後見制度審査会（令和４年度第１回） 

事 務 局 足立区福祉部高齢者施策推進室高齢福祉課権利擁護推進係 

開催年月日 令和４年 ６月２４日（金） 

開 催 時 間 １４時０２分 開会 ～ １６時０６分 閉会 

開 催 場 所 中央館８階 災害対策本部室 

出 席 者 

（委員） 

八杖会長、矢頭副会長、大輪委員、髙木委員 

（職員） 

高齢福祉課：宮本課長、笠尾権利擁護推進係長、檜山高齢援護係長 

菊地高齢援護係主査 

障がい福祉課：日吉援護担当課長、二見障がい施策推進担当係長 

小川虐待防止・権利擁護担当係長 

甫坂虐待防止・権利擁護担当主任 

障がい福祉センター：高橋障がい福祉センター所長 

中央本町地域・保健総合支援課：田口精神保健担当係長 

足立区社会福祉協議会：下河邊福祉事業部長、和田地域福祉部長 

山本権利擁護センターあだち課長 

花本基幹地域包括支援センター包括支援課長 

欠 席 者 

福祉管理課：近藤課長 

西部福祉課：高野課長 

中央本町地域・保健総合支援課：田口課長 

生活保護指導課：星野適正化推進係長 

会 議 次 第 別紙のとおり 

資 料 
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（審議経過） 

○宮本課長 それでは、ただいまから令和

４年度第１回足立区成年後見制度審査会を

開会いたします。 

 本日は大変お忙しいところお集まりいた

だきまして、ありがとうございます。 

 審議に先立ちまして、資料を確認させて

いただきます。本日の資料は全て一まとめ

にして席上に配付しております。内訳は次

のとおりでございます。まず次第、２点目

が名簿、３点目が席次表、４点目が条例・

要綱・施行規則、５点目が議事資料でござ

います。 

 不足している資料がございましたら、事

務局がお持ちいたします。よろしいでしょ

うか。 

 それでは、今年度初めてということもあ

りますので、まず委員の皆様から御挨拶い

ただければと思います。八杖会長からお願

いいたします。 

○八杖会長 皆さん、こんにちは。弁護士

の八杖と申します。 

 足立区の成年後見は非常にすばらしい取

組が多いと考えていまして、みんな同じ目

標に向かって歩んでいけるように、委員と

してバックアップをしていきたいと考えて

おります。今年度もどうぞよろしくお願い

します。 

○矢頭副会長 司法書士の矢頭と申しま

す。前回に引き続き、この審査会の委員を

務めさせていただきます。このほかに地域

連携ネットワーク協議会の構成員も一緒に

務めさせていただいております。よろしく

お願いします。 

○大輪委員 東京社会福祉士会の大輪と申

します。権利擁護センターパートナーという

ところに所属してございます。矢頭先生と同

じ委員を務めさせていただいているかと存

じます。よろしくお願いいたします。 

○髙木委員 千住公証役場の公証人の髙木

です。引き続き委員をさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○宮本課長 ありがとうございました。 

 それでは、区側のメンバーも入れ替わり

ましたので、改めまして簡単に自己紹介を

させていただきます。 

 まず、私でございます。高齢者施策推進

室長で高齢福祉課長の事務を取り扱ってお

ります宮本でございます。２年目でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○日吉援護担当課長 ２年目になります。

引き続きですが、障がい担当課長の日吉と

申します。本年度もよろしくお願いいたし

ます。 

○高橋所長 障がい福祉センター、高橋で

ございます。私も２年目となります。よろ

しくお願いいたします。 

○下河邊福祉事業部長 社会福祉協議会福

祉事業部長の下河邊と申します。この４月

に社会福祉協議会に参りました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○和田地域福祉部長 社会福祉協議会地域

福祉部長、和田です。引き続きよろしくお

願いいたします。 

○宮本課長 ありがとうございました。そ

れでは、議事に入っていきたいと思います

が、まず、本日の出席委員数の報告をさせ

ていただきます。 

 委員定数４名のところ、出席委員数４名

で過半数に達しておりますので、条例第６

条第２項に基づきまして、本日の審査会が

成立していることを報告いたします。 

 これ以降の進行は八杖会長にお願いいた

します。 

 なお、議事録作成のため、本日の質疑を

録音させていただきます。御了承くださ
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い。 

 また、発言の際には、最初にお名前を述

べてから発言をお願いいたします。御協力

のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、お願いいたします。 

○八杖会長 それでは、次第に従いまして

議事を進めたいと思います。皆さん、お手

元にございますね。 

 まず、議題の１番、令和３年度成年後見

制度利用促進事業の実施結果について、事

務局から説明をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○笠尾権利擁護推進係長 高齢福祉課権利

擁護推進係長の笠尾です。１番について私

のほうから説明させていただきます。 

 私からは主に昨年の状況、東京家庭裁判

所からデータで提供された結果を説明させ

ていただき、そのほかの推進機関等の状況

については、引き続き、それぞれの担当か

ら説明をさせていただきます。 

 それでは、お手元の資料の７ページを御

覧ください。上の右端に統計資料１と書い

てある資料でございます。 

 こちらの表は、成年後見制度の令和３年

１２月末現在の利用者数を２３区別に示し

た表でございます。こちらの表には、後見

類型、後見、保佐、補助、任意後見の別

と、それから一番右端には、その合計数か

ら２３区内の順位を示しております。 

 足立区は網かけしてございますけれど

も、下から３番目にございますけれども、

後見が９２９、保佐２４５、補助６４、任

意後見が１５ということで、合計数は１,２

５３人という形で、ちなみにこの人数は、

２３区の中で第４番目という数字でござい

ます。 

 引き続きまして、次ページ、ページ番号

８番、統計資料２と書いてある資料を御覧

ください。 

 こちらの表は同じく裁判所から提供され

たデータで、成年後見制度の令和３年中に

申立てがあって開始された件数というのを

２３区別に示したものになります。 

 こちらも後見種別ごとに数字が出ており

まして、右端は同じように順位が示されて

おります。この表によりますと、足立区の

ほうは、新規開始されたもの、後見が１６

６、保佐３７、補助９、任意後見が５とい

うことで合計２１７。こちらのほうも順位

としては第４番目という順位でございま

す。 

 続きまして、次ページ、９ページの統計

資料３を御覧ください。 

 こちらの表は、先ほどの統計資料２の区

ごとの合計数に対して、後見人の職種、ど

ういう方が後見人等として選ばれているの

かということの割合を示したものです。 

 足立区の状況を見ますと、親族後見が２

０.４％、弁護士さんが２３.９％、司法書

士さんが３４.８％、社会福祉士さんが１

７.８％、あと社会福祉協議会さんが０.

９％、以下割合が少ないですけれども、そ

の表に記載されているような数字でござい

ます。 

 足立区でいうと、司法書士さんが３４.

８％で一番高いですという状況になってい

ますが、２３区別に見ると、割合が各区で

かなりまちまちになっております。例えば

千代田区さんなんかは司法書士が４.８％

と、足立区と逆で一番少ない感じで、一番

多いのが弁護士さんの３８.１％という状況

が見てとれます。 

 上から６番目、台東区さんの場合なんか

は、社会福祉さんはゼロなのですね。弁護

士さんが６.６％、あと親族後見が２３％で

司法書士さんがかなりの割合で７０.５％と
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いう状況になっております。 

 あと、特徴的なのが品川区さんですね。

台東区さんの３つぐらい下にございますけ

れども、その他法人が３０.８％ということ

で、法人による後見が非常に盛んになって

いるということで、この表から各区で非常

にまちまちな状況で、原因についての分析

はできておりませんけれども、かなり区に

よってばらつきがあるということが分かっ

た次第です。 

 続きまして、１０ページの統計資料４を

御覧ください。 

 こちらのほうは、今まで紹介させていた

だいた数字の４年間の足立区における推移

を捉えた表になります。表が幾つかござい

ますが、一番上の表は、先ほど統計資料１

に載っていた数。各年、これは年度じゃな

くて年の数字ですね。利用者数、平成３０

年１２月末における利用者数が１,１０９、

同じく令和元年１２月末には１,１６６、令

和２年１２月３１日には１,２２９、令和３

年１２月３１日には１,２５３、こういう推

移を経てきて、これを見ますと、４年間増

加傾向という形になっております。 

 続きまして、下の表につきましては、そ

の年に開始された件数ですね。その件数を

見ると、足立区の場合、平成３０年、１年

間に２３５件、令和元年１月から１２月に

は２３２件、令和２年１月から１２月には

２４０件の開始があった。ところが、令和

３年になりますと、この数が２１７という

ことで若干下回っている。 

 その下の１行だけの表については、今申

し上げた数の中に含まれる区長申立ての数

になります。これが平成３０年には６３、

令和元年には６４、令和２年には７０、令

和３年には５５という数になっています。 

 あらかじめ申し上げておきたいのは、こ

の数ははっきりと同じ時期を正確に捉えて

いるとは限らないということですね。うち

のほうが申立てを行っても、開始されるま

でに多少時差がございますので、裁判所が

捉えている期間とうちが申立てましたよと

いう期間が微妙にずれている場合がござい

ますので、はっきりとした傾向は、正確な

ところまでは読み取れないのですけれど

も、昨年度は若干下がりましたという事実

があります。 

 参考として、その下に示した表は、同じ

く毎年の新規開始になる成年後見利用者の

数の２３区別の推移でございます。 

 足立区は、今申し上げたとおり２１７

で、今回減っているという形なのですけれ

ども、他区の状況を見ますと、これは区に

よって増えているところもあれば減ってい

るところもあるということです。これにつ

いて、私たちは何か傾向があるのかという

ことで地域別とかでマーキングしたりとか

して確認してみましたが、はっきりとした

ことは、言えるだけの根拠が示せるものは

特には確認できませんでした。 

 引き続きまして、次ページ、１１ページ

の統計資料５でございます。 

 こちらの表は、うちのデータから拾った

表でございます。こちらは区長申立ての審

査会で検討された案件につきまして、それ

ぞれ一番初めの取っかかりというか発見と

いうか、それがどういうところから寄せら

れた情報でスタートしたのかということの

統計を取ったものでございます。 

 一番右端にその比率が示されております

けれども、比率が高いものを見ますと上位

は病院の１６.９％、いわゆる入院したとき

に、病院のほうから区なり包括なりに連絡

が入って発覚するというパターン、これが

１６.９％。次は、福祉事務所や保健所を経
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由してくるものが１５.９％、その次が介護

施設の関係が１３.３％。 

 これで見ますと、病院の件数が減ってい

るというよりは、令和２年度だけ極端に多

かったという傾向が見てとれます。令和元

年８件だったものが令和２年に２０件、令

和３年に５件ということで下がっておりま

す。ここでマイナス１５件というものは、

先ほどの区長申立ての件数が減少したこと

に関連しているのかなという傾向が見てと

れます。 

 いずれにしても、この資料からは、こう

いう様々なところから、こういうネットワ

ークを通じて区長申立てにつながっている

ということがこの数を見ても分かりますの

で、ネットワークの機能としては働いてい

るということが言えるのではないかなと考

えてございます。 

 その下の表については、足立区でやって

いる助成制度、これは申立ての助成と報酬

助成、２種類ございますけれども、下表の

とおり、合計件数については、令和元年５

２件が令和２年には６５件、令和３年には

８７件ということで、着実にこちらのほう

は数字が伸びてきてございます。 

 ちなみに、この数字については、高齢者

単独の数字だけではなく、知的障がい、精

神障がい、それぞれ同じような助成制度が

ございますので、その件数を合計した数に

なっております。 

 私のほうからは以上です。 

 引き続いて、権利センターあだちから説

明をお願いいたします。 

○山本権利擁護センターあだち課長 権利

擁護センターあだちの山本と申します。本

年度もよろしくお願いいたします。 

 次のページ、１２ページをお開きいただ

ければと思います。 

 こちらは令和３年度、４月から３月まで

１年間の権利擁護センターにおける相談受

付状況を数として表したものになっていま

す。 

 一番上、成年後見制度、特に法定後見の

部分の御相談がトータルで１,５７０件とい

うことで、令和２年度に比べると若干減っ

ているというところがあって、４月からの

推移を見てみると、年が明けた１、２、３

月がぐっと落ちているというのは、もしか

したらコロナの一番はやった時期と重なる

部分があるので、その影響がもしかしたら

あるのかなというところが考えられます。 

 それから、上から６行目のところに地域

福祉権利擁護事業の行があるのですけれど

も、これが令和２年度の比較で、元のデー

タがなくて申し訳ないのですが、およそ１.

５倍から２倍近くの相談が増えているとい

うところがありまして、年間では３８５件

ということになっています。 

 地域福祉権利擁護事業の新規の契約者に

おいても、令和２年は８件だったものに対

して、令和３年は２８件と３倍を超える新

規契約の方がいらっしゃったという統計が

ありまして、もしかしたら、成年後見制度

の利用に至る前の段階で、地域福祉権利擁

護事業でサポートができるようなニーズの

掘り起こしというのができているものなの

かどうかというのが、推測ですけれども、

統計として考えられるかなと思います。 

 ただ、法定後見の中身のところで、補助

とか保佐の累計の相談が増えているのかと

いうところと併せて考えなければ、事前に

予防的にというのもおかしいのですけれど

も、そういった形で重度化する前に何かし

らの制度につなげていく傾向があるとは言

い切れないのですが、そこの補助とか保佐

の類型での相談というふうに、今の権利擁
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護センターで使っているシステムがそうい

った類型ごとの分類がなかなかできないシ

ステムになっておりまして、これは今後、

システムの見直し、改定を進めて、どの類

型の相談が多いのか、申立て支援の御相談

も含めて、どの類型がその年度の中で相談

として多く入ってきているのかというとこ

ろも分かるように改善をしていく予定では

あります。 

 こちらの表が年間の受付状況ということ

です。一番下の合計のところ、これは大き

く減ったり増えたりということはなくて、

横ばいのような状況となっているところで

す。 

 続いて、次のページに移りまして１３ペ

ージを御覧いただきたいと思います。 

 相談会の実施ということで、成年後見制

度に関する相談会の実施を年間通して行っ

ています。毎月１回、弁護士の先生、隔月

交代で個別の無料相談を実施しておりま

す。原則第１火曜日の午後ということで、

午後の時間帯で２枠設けて、お申込みをい

ただいた方に大体５０分程度のお時間の中

で御相談をいただくということになってい

ます。 

 必要に応じて、何かその後、継続して御

相談が必要な場合でしたり、あるいは成年

後見制度を具体的に利用していくという流

れになる場合については、専門職の弁護士

の先生を御紹介いただくということもして

いただいているものでございます。 

 ２つ目の（２）、こちらは司法書士の先

生による相談ということで、これは令和３

年１２月からスタートをしているものでご

ざいます。こちらも月に１回、第３水曜日

の午後の時間を設けて、弁護士の先生と同

様に２枠お申込みをお受けして、こちらは

成年後見とか相続というものに特化した相

談ということで、弁護士の先生と色分けを

して相談の受付をしているというところで

ございます。 

 相談会としましては、あと（３）のとこ

ろで、年に１回、司法書士のリーガル・サ

ポート東京支部の先生方と共同で開催させ

ていただいている相談会というものがあり

ました。昨年は１０月３０日の土曜日、朝

から夕方までということで、お申込みが２

０組ありましたが、結果、１９組の方に御

参加いただいて、司法書士の先生による個

別相談を実施しました。 

 次のページ、１４ページに移りたいと思

います。 

 ４番目としまして、成年後見制度に関す

る研修会の実施ということで、昨年は２回

開催をいたしました。１つ目が成年後見制

度の基本ということで、対象、区内で活動

するケアマネさん向けに、動画を視聴する

という形で開催をいたしました。総勢、視

聴回数というところで言うと３４３回、ア

ンケートは６９名の方から回収をさせてい

ただいているところです。 

 それから、御親族向けの成年後見制度講

座ということで、これは区民の方で、既に

親族として受任している方、それからこれ

から親族後見を検討しようと思っていらっ

しゃる区民の方向けに、司法書士の先生に

お話をいただきました。 

 それで、体験談ということであるのです

が、実際に親族後見を既にやっていらっし

ゃる方にお越しいただいて、その体験談を

お話しいただくということで、参加者１０

名の方に御参加いただきました。 

 ５番目、視察とか出前講座については、

こちらのほうになっています。社協独自で

行っている高齢者あんしん生活支援事業と

いう事業の視察が割と多く受けているとこ
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ろで、年間でも６回、あんしんの視察対応

がありましたが、成年後見制度研修への出

前講座、講師派遣なんていうのも行ってい

るところです。コロナの影響もありまし

て、オンラインでの実施が増えてきたとい

うのが印象としてあるところでございま

す。 

 続きまして１５ページ。これも研修の開

催ということですが、八杖会長に講師とな

っていただいて、区の自治体職員のために

成年後見の講座を行いました。 

 ７番目、後見人連絡会については、どち

らもオンラインで行いました。特に２回目

に行った知的障がいの成年後見利用支援に

ついて考えるということで、虐待防止担当

係長の小川係長にも御協力いただいて、実

際に知的障がいの後見人を受任している社

会福祉士の方にも御参加いただきながら、

実際の知的障がい者の方への後見の活動の

様子みたいなものを御報告いただいたもの

になっています。 

 ８番目、区民後見人の養成というところ

ですが、これは令和２年の年明け、１月に

説明会を行って募集をかけた方々の最後の

研修という位置づけで行っている。コロナ

の影響を大分受けていて、半年ぐらい後ろ

倒しで実施させていただいたものになって

いる方々の最後の座学研修を７月に実施い

たしまして、この結果、３名の方が正式に

あだち区民後見人として登録していただく

ことになっています。この間、地域福祉権

利擁護事業の生活支援の業務も行いながら

養成をしてまいりました。以上です。 

 最後のページ。これは社協がやっている

法人後見監督、それから区民後見人の交流

会、緊急事務管理ということで、年間でど

れぐらいの件数をやってきたかということ

の御紹介の一覧表になりますので、御覧い

ただければと思います。 

 権利擁護センターの実施報告は以上とな

ります。 

○笠尾権利擁護推進係長 ちなみに、先ほ

ど中にあった地域福祉権利事業の相談数に

ついては、令和２年度は２７４件だったも

のが令和３年度には３８５件になったとい

うことで、大変な数が増えたという状況で

ございます。 

 引き続きまして、知的障がいの関係で小

川係長からお願いします。 

○小川虐待防止・権利擁護担当係長 障が

い福祉課の虐待防止・権利擁護担当、小川

でございます。 

 令和３年度については、こんなことをや

りましたという報告を載せられるような状

況ではなく、残念ながら、小規模講座を予

定していたものは全て延期というか中止に

なってしまいました。 

 幾つか足立区の中の２つの大きな知的と

身障系の法人に向けてのものを企画してい

たのですけれども、残念ながら、施設側で

陽性者、クラスターになったような状況が

あった等々で、去年度は１回も開催できな

かったというのが残念な報告であります

が、去年度についてはそういう形でござい

ます。 

 そういうことも受けまして、令和４年度

に関しては、やり方も含めて考えてみよう

ということで、１９ページに令和４年度の

知的障がいの小規模講座企画ということ

で、要は、この３月に第２期の成年後見制

度の利用促進計画というところで、権利擁

護支援というところが前面に出てきている

というところで、成年後見制度は、当然、

権利擁護支援を進めていく中での１つの落

としどころでもあるしツールでもあるしと

いうところで、そこをまずメインに考えて
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いこうと。 

 それプラス、今まで毎年のように、事あ

るごとにいろんな場面で発言してきている

ところなのですが、やはり知的障がいの方

の成年後見制度の利用というのが、地域の

部分と、それから入所施設の部分と大きく

分かれているところがある。 

 特に地域の部分については、高齢者の支

援とは少し違うところで、今までずっと子

育てをしていたお子さんについて、後見制

度の利用というパターンが非常に多いとい

う中では、そこら辺り御家族が、特に親御

さんが中心になると思いますが、どういう

ふうに考えていくのかというところが一番

メインになってくる。 

 そう考えるときに、地域で特に重度の方

なんかは通所されている方のほうが多いと

いう意味では、日々接している通所施設の

職員の方に、権利擁護支援、そして成年後

見制度を理解していただくということが、

御家族に理解していただくところの一番近

い道だろうということでずっと考えてきた

ところです。 

 今年度は、いろいろコロナの状況もある

ので、コロナが原因で何もできないという

形には、去年度の反省をもってしないとい

うことで、いろいろやり方を考えようとい

うことで、小さな形で本当に小規模的にや

っていこうということで、現状で２つ、も

う既に済ませています。 

 １つは、援護の実施機関である障がい福

祉課各援護係の職員向けに研修をしていま

す。これは虐待防止と成年後見とセットと

いうか、前半が虐待で後半が成年後見とい

う形ですけれども、そういう形でまず援護

係の職員向けのものを既にやりました。 

 それから、これは１つの試みではあるの

ですけれども、綾瀬福祉園という生活介護

の育成会系の法人の施設があるのですけれ

ども、ここで、実際に支援に当たっている

職員の方とグループワークみたいなことを

やろうということで６月１０日にやってみ

ました。 

 今回、３月の権利擁護支援について、国

から出されたようなものを１つのヒントに

して、皆さん、権利擁護ということをどう

いうふうに考えていますかみたいなところ

を１つの入り口にして、各職員の方が権利

擁護ということをどういうふうに考えてい

るだろうかということを１つの切り口にし

てグループワークをやってみました。 

 施設からもその次ということも要望もあ

って、できれば、もし許すのであれば、今

年度の終わりぐらいに、計画はまだしてな

かったのですけれども、権利擁護支援から

成年後見制度へという形のグループワーク

みたいなことをやってみようかなと思って

いるところです。これが既に２つ済ませた

ものです。 

 あと、できればちゃんとやっていきたい

と思っているのが企画の３つ目です。これ

は日にちが７月２０日と決まっています。

ここの場でも何回か発表したのですが、今

日の委員さんでいらっしゃいます矢頭先生

に、あいのわ福祉会という身障系の母体の

法人のところで、主に施設長、管理者等向

けの研修を企画しています。 

 これに関しては、今後少しずつ、今じわ

じわと感染者数が増えているのですけれど

も、対面でやるのと、それからオンライン

でやるのと両面で企画をしています。もし

感染者数が多い場合は、矢頭先生には足立

あかしあ園というところに行っていただい

て、受講する方々はそれぞれの職場で受講

するような形での話を考えています。 

 矢頭先生の研修、講演から、権利擁護セ
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ンターの説明を山本課長にお願いして、足

立区の成年後見制度の利用促進の取組とい

うことで、笠尾係長からの説明等、そうい

う形でセットでやろうと思っています。 

 今のは身障系ですが、今度は知的系のや

つですね。来週、打合せに行ってくるので

すけれども、あだちの里という法人の法人

をまたいだ人権啓発委員会というのがあり

ますので、ここでも企画２、綾瀬福祉園で

やったのと同じような形のものを考えてみ

ようかなと思って、来週の木曜日ですか、

これから打合せをして、夏から秋頃にやれ

ないかということで動いているところで

す。 

 現状、決まっているところはこのような

形で今年度はやろうと思っています。 

 以上です。 

○田口精神保健担当係長 足立保健所中央

本町地域・保健総合支援課精神保健係、田

口です。よろしくお願いいたします。 

 私のほうは、精神障がい関係者、そして

当事者向けの講座を企画しております。 

 ３年度の経過は載せ忘れてしまったので

すが、保健師向け、家族向け、当事者向け

の３つを考えていたのですが、やはりコロ

ナが急激にひどくなったというところがあ

りまして、１つだけ、当事者向けの講座が

できました。 

 令和３年６月に、当事者向けの講座を地

域活動支援センターふれんどりぃという中

で行わせていただきました。参加者は３人

という少ない人数だったのですけれども、

とてもゆっくりとお話を聞くことができた

という御感想もいただきまして、なかなか

人が多いところでは落ち着かなかったり不

安だったりという方もいらっしゃいますの

で、そういう面については、人数は少ない

のですけれども、逆にとても安心して、そ

してじっくりと話を聞くことができた講座

であったと思います。 

 当事者向けの講座は３年度、そして２年

度も行いまして、少しずつ当事者の御本人

向けのお話も必要なのだというところが分

かってきていますので、令和４年度も当事

者向けを企画しております。 

 令和４年度の企画は２０ページのとお

り、まずは最初に保健師向けの研修会を７

月に行おうと思っております。２つ目に家

族向け小規模講座です。令和３年にも家族

向けの講座を企画しておりましたけれど

も、コロナの拡大のためにできなかったも

のですから、ぜひ今年はという声もありま

して、今９月頃を目指し進めているところ

です。 

 そして、当事者向け、３年目になります

けれども、小規模講座を１１月頃と思って

おります。保健師向けの講座はここ二、三

年できてないのですけれども、令和４年に

入ってから、令和４年２月、４月、そして

６月と今まで年に１事例あるか２事例ある

かという精神障害の方の区長申立てが急に

続いて上がってきておりますので、保健師

に向けて、より制度に向けて深く勉強する

ような講座をまたやっていきたいと思って

おります。 

 以上です。 

○笠尾権利擁護推進係長 議題１について

の説明は以上になります。 

○八杖会長 皆さん、ありがとうございま

した。 

 では、皆さんから御意見、御質問を伺っ

てまいりたいと思いますが、全部一遍にと

いうと長いと思いますので、ちょっと切り

ます。まず足立区内の統計資料を御説明い

ただいたかと思います。大変貴重な御説明

で、足立区内の現状はよく分かったかと思
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いますけれども、今笠尾係長から御説明い

ただいたところについて御質問や御意見が

ある方、いらっしゃったらお願いしたいと

思います。いかがでしょうか。特によろし

いですか。 

 非常に足立区が後見先進区といいます

か、たくさんの方が利用されているという

のがよく分かったかと思います。 

 続きまして、権利擁護センターの山本課

長から御説明いただいた部分について、こ

ちらについて御質問や御意見がある方、い

らっしゃいましたらお願いしたいと思いま

すけど、いかがでしょうか。 

 ここは先ほどのポイントですと、地権事

業でかなり相談件数が増えていたというこ

とでしたね。いかがですか。よろしいです

か。 

 では、続きまして、障がい福祉課の小川

係長から御説明いただきました令和４年度

の企画ですか、こちらについて御質問や御

意見があったらお願いしたいと思いますけ

ど、いかがでしょうか。 

 これは小川さん、昨年、令和３年度と比

較すると、企画としては変わっている、変

わってない。どちらでしょうか。 

○小川虐待防止・権利擁護担当係長 根本

的な企画の精神というのですか、それは変

わっていないです。ただ、権利擁護支援と

いうのは、強く打ち出されている部分で

は、成年後見制度が権利擁護支援のツール

の１つであるよというところで、そもそも

権利擁護は何なのだろうみたいなところを

改めて考えてみると、そんなに意識して支

援しているということはないのかなとい

う。一方で、意思決定支援というのはこの

ところよく言われているところで、そこと

うまく関連させながら、そもそも権利擁護

支援をしていくというところと意思決定支

援、もっと言うと自己決定みたいなところ

をいろいろひも解きながらやっていくと、

結構面白いことができるのではないだろう

かというのが、民間の方なんかとのディス

カッションの中でもヒントとして出てきた

ので、今回は今までの基本を置きながら、

そこに一歩踏み込んでいろいろ小さな議論

から始めてみたいと思っているところで

す。 

○八杖会長 ありがとうございます。国の

２期計画でも、成年後見制度というのは権

利擁護のための１つの制度にすぎない、だ

から、権利擁護をもっと広く考えて、意思

決定支援なんかも含めて取り組んでいきま

しょうということが言われていますので、

その実践を今年度、少し取り組んでみたい

という、そういった御報告だったというこ

とでよろしいですかね。ありがとうござい

ます。 

 ほか、知的障がい者の関係に関してはご

ざいますか。大丈夫ですか。 

 では、続きまして精神保健担当の田口係

長から御報告をいただきました精神障がい

者の今年度、令和４年の取組について御説

明をいただきましたけれども、この点につ

いて御質問や御意見はありますでしょう

か。 

 じゃ、私から、これも先ほどの知的障が

いと同じなのですけれども、令和３年度と

比較して、令和４年度はここが違いますと

か、もしそういったことがあったらお伝え

いただけますでしょうか。 

○田口精神保健担当係長 ありがとうござ

います。基本的なところは同じです。 

 ただ、当事者向けの講座の中身、内容な

のですけれども、内容はほぼほぼ同じなの

ですが、その中でも令和３年にお金のこと

をすごく気にされる感想があったものです
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から、お金については、細かく具体的に事

例を挙げながらお伝えできるといいなとは

思っております。 

 以上です。 

○八杖会長 ありがとうございます。お金

についてというのは金銭管理の問題なの

か、それとも後見の申立ての費用とかそう

いったお話なのか、これはどちらですか

ね。 

○田口精神保健担当係長 この制度を使う

に当たっての経費の御質問で後者です。 

 以上です。 

○八杖会長 そこに大きな関心があるの

で、そこを少し当事者のニーズということ

で御説明していきたいということですね。

ありがとうございます。 

 ほか、精神障がいの関係で御質問等はあ

りますでしょうか。よろしいですか。 

 では、議題の１については以上とさせて

いただきたいと思います。 

 次に移りたいと思います。議題２は、第

２期成年後見制度利用促進基本計画につい

て、これは国の基本計画ですか、事務局か

ら御説明をいただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○笠尾権利擁護推進係長 第２期基本計画

につきましては、もう皆さん十分御存じだ

と思いますので、ここまでの経緯は省きま

すけれども、まず第２期計画のポイントと

しましては、サブタイトルがつきましたと

いうのが大きな特徴でございます。 

 ページにすると資料のＰ２１ということ

で、こちらのほうは厚生労働省が出してい

るニュースレターをそのままつけたもので

ございます。 

 このサブタイトルを見ると「尊厳のある

本人らしい生活の継続と地域社会への参加

を図る権利擁護支援の推進」、ここでまた

先ほどから何度も出ている権利擁護支援と

いう言葉が出てくる。 

 このことが何を示すかというと、「尊厳

のある本人らしい生活の継続と地域社会へ

の参加」ということは、地域共生社会の実

現を目指すものだということで、２期計画

では、その次に、先ほどから何回も登場し

ている権利擁護支援という言葉の定義が明

確にされております。 

 その中身は、支援を必要とする人が地域

社会に参加し、共に自立した生活を送ると

いう目的を実現するための支援活動という

ことになっております。 

 サブタイトルでこれをやっていくという

ことは、サブタイトルなので、これまでの

やり方が全く１期と変わったということで

はなく、新しいものが登場したということ

ではないのですけれども、方向性がちょっ

と変わったなということです。 

 １期では、どっちかというと利用を増や

せという志向でやっていたものが、ここに

来て数だけではないのだよという方向性に

なってきたという認識をしています。 

 単に利用者の増加を目的とすることじゃ

なくて、全国どの地域においても制度を必

要とする人が、尊厳のある本人らしい生活

を継続することができる体制を整備しなさ

い、体制の整備ということに主眼が置かれ

たなという印象を持っております。 

 足立区としては、先ほどから権利擁護支

援という言葉が登場してきているので、も

ちろん、２期計画になって特別というわけ

ではないのですけれども、そういう視点を

持って対応してきております。 

 ただ、こういう方針が２期ではっきりと

打ち出されていますので、足立区のスタン

スとしては、これを受けて、これを実現す

るには地域連携ネットワークの強化、これ
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を行うことによって権利擁護支援を充実さ

せる。それが充実することによって、必然

的に成年後見制度の利用も増えてくるだろ

うと。 

 あくまでも、権利擁護支援の中の成年後

見制度は１つの方策ということで、そのほ

かにも幾つも選択肢がある中で、必ずしも

後見制度を全ての人が使わなければいけな

いということではない。必要な人に必要な

種類のサービスが提供されるのが権利擁護

支援と考えてございますので、そういうも

のをやっていけば、必然的に成年後見制度

の利用も促進されるという考えの下でこれ

から取り組んでいきたいと考えています。 

 非常に簡単ではございますが、２期計画

に関する足立区の意気込みとしましては以

上です。 

○八杖会長 ありがとうございます。国の

２期計画について御説明をいただきました

が、議題の３番がちょうどそれも踏まえ

た、足立区としてどうしていくかといった

内容になっているのではないかと思います

ので、議題の２番と議題の３番をまとめて

議論するのが時間の関係でもよろしいのか

なと思います。 

 そこで、まず議題の３番、こちらの御説

明をいただいてから２番と３番、連続して

お話をさせていただく形で進めたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

 では、議題の３番、これについて先に御

説明をお願いしたいと思います。よろしく

お願いします。今後の足立区の成年後見制

度利用促進の取組についてということで御

説明をお願いします。 

○笠尾権利擁護推進係長 引き続き私から

説明させていただきます。 

 まず、資料の２６ページ、令和４年度の

事業計画という表を御覧になってくださ

い。 

 こちらは、今年こういうものをやります

よと、会議の類いとか区民後見人のスケジ

ュールとか、そういうものを一括して表記

したものになっております。年間スケジュ

ールとしてざっくりとこういうものを今年

もやっていくということです。 

 内容につきましては、特に大きく変わっ

ているというものはございませんけれど

も、強化したのは、庁内推進連絡会と中核

機関連絡会というのは表の左のほうにござ

いますが、その会議が去年は実際には予定

された回数できてなかったということがご

ざいましたので、今年についてはこれを必

ずやりますよということと、あとは、一番

左のセンター・推進係の定例会というもの

を新たに設けました。これについては毎月

必ずやるということで、これによって中核

機関の連携を強化していこうということ

で、これを付け加えたという流れになって

います。 

 その次の資料の説明に入る前にちょっと

御説明をさせていただきますけれども、現

在の区長申立ての流れというのを前段で説

明したいのですけれども、先ほど資料から

説明したとおり、まず地域から上がってき

た情報を基に、地域包括とか基幹包括が絡

んで、あとは高齢援護係が入って、必要性

があるものは困難事例検討会、これは今年

から八杖先生も参加していただいています

けど、それにかけて、その後、区長申立審

査会を経て決定されるという流れになって

います。 

 障がいのほうは少し別のルートになって

いますけれども、困難事例検討会から同じ

ルートに乗るということで、まずそういう

仕組みが分からないとこれから説明するも

のが分かりにくいかと思いますので、御説
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明させていただきました。 

 それと、これをつくった理由についてな

のですけれども、足立区の成年後見制度利

用の促進をざっと振り返ると、昨年度、令

和３年度に中核機関と地域連携ネットワー

ク協議会が設立されましたが、やっている

内容というのは、ほぼ既存の仕組みを利用

したものとなっております。 

 ネットワークとか審査会、後見人とか区

長申立てとか、それについて機能はしてい

ますけれども、利用促進のためには、ここ

で見直すべき運営上の課題というのがまだ

かなり多いかなという認識を持っていま

す。 

 そこで、今回、中核機関とか各所管との

会議とか話合いを通じて、話題になったよ

うなことも網羅して、現在の段階の課題と

いうのをまとめさせていただいた次第で

す。今後は、これをたたき台として業務運

営体制を精査して改善に取り組んでいこう

という心積もりです。 

 それでは、資料のＰ２７ということで、

課題と目標、それから対策案ということで

幾つかの項目でまとめさせていただいてい

ますので、これを順に説明させていただき

ます。 

 まず、大きなくくりとして地域連携ネッ

トワーク上の問題ですね。ネットワーク全

般については、連絡体制としては機能して

いますが、地域差がある。あと、相談を受

ける担当者の力量にも差があるのではない

か。それから、正しい知識の共有が不足し

ていて、制度の周知が不十分になっている

のではないかという課題を感じておりま

す。 

 これに対して目標としては、各関係者が

成年後見制度の長所とか短所とか正しく理

解して、権利擁護支援に対する共通認識を

持っているという状態が望ましい目標とす

る状態です。 

 それに対して今考えているのは、研修と

か講座の開催、特に介護関係者向けという

ことで書かせていただきましたけれども、

これは後見制度を使おうとする方のほとん

どが介護サービスと関わっているというこ

とが想定されていますので、まずこういう

ところからやっていったほうが実効性はあ

るのではないかということでこれを記載さ

せていただいています。 

 次、広報関係ですね。課題としては、今

田口係長からお話がありましたけれども、

制度の短所とか費用面がきちんと説明され

た資料が少ないということですね。それか

ら、各関係者が成年後見制度を直接区民に

紹介することに戸惑いを感じている。 

 これはどういうことかというと、これを

宣伝することによって、その方があなた認

知症ですよということを宣言するような形

になってしまうのではないかということを

感じていらっしゃるということです。 

 これに対して目標としては、制度の長

所、短所、ほかの利用可能なサービスも含

めたＰＲを皆さんができますよという状

態。あとは、費用面のことについては助成

制度がありますよということで、これをき

ちんと周知できる状態。 

 対策案としては、２期計画の中で任意後

見の話も出ていますので、任意後見のＰＲ

を兼ねた共通の周知媒体のようなものをつ

くったらどうか。例えばエンディングノー

トと書かせていただきましたけれども、こ

れは今までみたいなイメージのエンディン

グノートではなくて、盛んに先ほどから意

思決定支援という言葉も登場するのです

が、意思決定支援のツールとして、そうい

う形でこういうものを使っていかれないか
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ということを考えています。 

 ２期計画上でも後見人が法律行為を行う

際に、本人の意思確認とか、選好、生活上

の好き嫌い、そういうものも適切に反映さ

せる必要がありますよということがありま

すので、そういうものの一助として使える

ようなものは何かつくれないかということ

も兼ねてここに盛り込ませていただいてい

ます。 

 助成制度については、引き続きチラシや

ホームページ上で周知することを考えてい

ます。 

 次、相談に関してですけれども、ネット

ワーク上の関係機関がこれはあそこだった

かなということで、場合によってはすぐ相

談窓口が思いつかないような場合もあると

いうことですね。あとは、相談された担当

者の力量とか判断に差があるということ。

それから、制度利用のタイミングが遅れが

ちであるということですね。これはどこま

でいったら後見制度を使うのかという、そ

の境目がちょっと難しいねということで

す。 

 目標としては、各関係者が迷わず相談窓

口へつなぐことができるようになる。支援

担当者が判断に迷ったときに、バックアッ

プができる体制がある。これについては、

各相談窓口の役割の再周知をしなければ駄

目だなということで、そこに書いてあるよ

うに各機関がありますけれども、どこで何

をやるのかというのはきちんと周知されて

いるのかというと、区の内部でも一部周知

されてない部分が実際にあると思いますの

で、そういうものを強化していく必要があ

るということです。また、相談支援職員に

対する研修が必要ではないかということで

す。 

 次、区民後見人に関する課題と目標で

す。ページが次のページに移ります。 

 これは現状ですけれども、一度登録する

と定期的な教育とかチェック、研修とか、

そういうものがないまま翌年継続ですとい

うことで更新されているという現状があり

ます。 

 あとは、受任可能な案件が現状では全体

的に少ないということで、登録者のモチベ

ーションが低下している面があるというこ

とですね。 

 あとは、受任を希望しない登録者が若

干、いろんな理由があってそういう方がい

らっしゃるのですけれども、そういう方を

どう活用していくのかという方法が決まっ

ていない。 

 それと、区民後見人という区で半ばお墨

つきを与えた、資格というかは別として、

そういうものの個人に関する注意事項とか

指導事項とか、そういう規定がされたもの

は何もないということですね。そういう状

態はきちんと制限なり決まりをつくるべき

じゃないかということです。 

 目標としては、後見業務を行うスキルの

レベルとモチベーションを保ち、いつでも

受任できる体制になる。受任対象となる案

件が増え、後見監督人のバックアップが十

分に受けられる。 

 対策案としては、継続的な研修の実施や

新たな更新制度を導入してはどうかという

こと。あとは、今もやっていますけれど

も、弁護士さんとかからリレーで替わって

いただくとか、あとは今後やっていくのは

社会福祉協議会の法人後見からもリレーし

ていけるのではないかということ。 

 あと、権利擁護センターあだちのほうで

今検討しているのが、法人後見支援員とい

うものを導入する。あとは、制度の周知活

動に参加していただく。あとは、養成スケ
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ジュールとか要綱を見直してはどうかとい

う案を考えています。 

 次、後見人のほうですけれども、課題と

しては、現状で後見人に対する苦情が発生

した場合の対応方法が決まってない、聞く

だけになってしまっているということ。そ

れから、せっかく聞いた区に寄せられた情

報を活用する方法も検討されていませんと

いう状態です。 

 目標としては、苦情が寄せられた際に対

応方法、連絡先が決まっている。それか

ら、寄せられた苦情を記録して、中核機関

で情報共有できている。対策案としては、

苦情対応方法とか記録方法、情報共有の方

法をきちんと確立しましょうということ。

あとは、マッチングの際にそうした情報を

確認したりとかということをしましょうと

いうこと。あとは、チーム支援による解決

とか、裁判所、専門団体との連携というこ

とです。 

 次はチームということで（優先課題）と

記載させていただいていますけれども、私

たちのほうとしては、これを一番最優先に

着手したいなと考えています。理由として

は、チームというものが直接利用者に関わ

ってくるものであって、介護サービスの中

心的なものになるチーム。それと私、実は

前職が介護保険課の事業者指導係というと

ころに１１年間おりまして、そちら側から

後見人を見てきました。 

 実体験として、ここに課題があるなとい

うのは前から感じているところでございま

したので、私たちとしては、ぜひ最優先で

着手したいなと考えています。 

 課題として書かせていただいたのは、介

護関係者と後見人の間で意見のすり合わせ

ができていない場合がある。後見人がつく

とチームが必要な支援をやめてしまう場合

がある。チームを支援する仕組みがない。

チームが形成されていない場合がある。 

 目標としては、後見人が新しくチームに

加わり、利用者の意思決定支援がより適切

に行われている。チームに問題が生じたと

きに、バックアップを受けられる体制があ

る。 

 対策案としては、介護関係者に対する制

度の研修、これは現実に毎年行われていま

す。介護関係者と後見人の意見交換会、こ

れについては、実は次のネットワーク協議

会でぜひやらせていただきたいなと考えて

います。 

 次、引継ぎ時に中核機関がチームの形成

状態を確認。現状だと、引継ぎといっても

書類を渡してよろしくお願いしますという

ぐらいで済んでいるのですけど、このとき

にきちんと区としての姿勢を示して、チー

ムに必要に応じて参加してくださいという

ことを言っていくということですね。 

 それから、介護保険課と連携して担当者

会議の開催状況を確認して、チームの状況

に問題がないかということを確認していく

ということですね。そういうことを考えて

います。 

 次のページに行きます。協議会の課題。

これは委員数が限られ、職種、制度の理解

力に偏りがある。要綱上はマックスが２０

名、現状は１４名の委員がおります。しか

しながら、現在この中にケアマネさんが含

まれておりません。 

 あと、開催回数が少なく、コミュニケー

ションが不足している。これについては、

おおむね年２回の開催を考えていました

が、こちらのほうは、後でも申し上げます

けれども、今年は開催回数を増やしたい、

せめてあと１回追加させていただきたいと

いうことを考えています。 
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 あと、裁判所との連携が取れていない。

こちらのほうは、残念ながら都内のほう

は、裁判所さんは個別に対応しませんよと

いうことを言われています。 

 目標としては、全ての委員が正しい知識

を持ち、それぞれの立場から問題解決のた

めの支援ができる。委員間の個別のコミュ

ニケーションにより、相談や情報交換が円

滑にできる。 

 対策案としては、協議会の回数を今言っ

たとおり増やす。各回のテーマごとに必要

な職種の臨時委員を招集する。あと、電子

メールを使った情報交換。これについて

は、ネットワーク協議会の委員の皆さんに

は一応形だけ情報交換シートというのを作

ってメールでやり取りしましょうというこ

とで、既に委員の皆さんにはそのシートを

送っております。 

 あとは、各委員の職業とか特色を生かし

た広報活動。 

 次は、中核機関のほうですね。これは私

たち自身のことになるのでなかなか言いづ

らいのですけれども、私が考えている課題

としては、仕組みが新しくなりました。中

核機関協議会ができたりして、仕組みは新

しくできましたけれども、それに合わせた

効率のよい業務分担についての見直しがま

だできていないなということ。あとは、情

報の記録が不足している。共有も不足して

いる。そういうことで、業務全体を見渡し

た方向性の決定ができていませんよという

状態です。 

 あとは、高齢者の案件が中心で、なかな

か障がい者向けの対策が取れていない。 

 目標としては、現在の組織体制に合わせ

て各機関が十分に能力を発揮し、業務全体

が円滑に実施できている。 

 各機関との情報連携が取れ、業務の問題

点や解決策の検討が積極的に行われてい

る。 

 対策案についてはいっぱいあると思うの

ですけど、あえて簡単に書かせていただい

ていますけれども、まずは記録様式を統一

化して、定期的な情報共有の仕組みを確立

しましょうということ。それから、定期的

に会議を開催して、課題の分析とか改善策

の検討をする。まずそこからスタートした

いと考えています。 

 事務局機能については、現在の事務局は

会議の開催に追われているばかりで、内容

の見直しとか事務改善の検討が不足してい

る。記録方法が決まっておらず、事務局内

での情報共有も不足している。ホームペー

ジがあるのですけれども、内容が不十分じ

ゃないかと。 

 目標としては、各種会議の目的が達成で

きるよう、その都度、内容や進行方法を検

討している。事務局内で情報が共有され、

効率のよい事務処理ができている。必要な

情報がタイムリーにホームページで確認で

きる。 

 対策としては、関係者との事前打合せ、

それから次ページに行きます。記録様式の

作成、それからホームページの掲載内容の

見直し、制度の最新情報、ほかの自治体も

含めて、そういうものを把握して理解を深

める。 

 次は、区長申立ての流れについて、先ほ

ど前段でちょっと説明しましたけれども、

一応チェックシートを使って、それを経て

案件を出していただいているのですけれど

も、使用しているチェックシートの取扱い

が曖昧になっていて、事例によって確認内

容の程度に差が出ています。 

 あと、後見人がついた後を想定した処遇

検討内容が不十分な事例がある。これにつ
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いては、４月から八杖先生が事例検討会に

参加していただいていることで、職員の意

識が変わってきて大分改善されています。 

 あと、緊急事務管理の内容が精査されて

ない事例がある。 

 発見から申立てまでに時間を要する事例

がある。区長申立てで発見される事例はや

はり差し迫った事例が大変多くなってい

て、５％ぐらいは申立ての処理を行う前に

お亡くなりになっているという年もありま

す。私としては、この数が多いのではない

のかなと、これは何の根拠もないのですけ

れども、致し方ないことなのかもしれない

ですけれども、時間を要しているものが気

になっています。 

 あと、マッチングに時間を要する事例。

これも先ほどのこととかぶってくるのです

けれども、これも諸般の事情があって難し

いのかもしれないですけれども、なかなか

後見人さんが見つからずに時間がかかって

しまっている事例があるということです

ね。 

 あとは、親族調査や意向確認に時間がか

かっている事例。また、虐待認定がされな

いことで、これも時間も関係してくると思

うのですけれども、成年後見制度の必要性

が判断しづらいという事例が生じていると

いうことですね。 

 目標としては、チェックシートがあるの

ですから、チェックシートに沿った調査票

が作成されて、みんな同じレベルのものが

出てくれば検討も円滑に行われる。 

 それから、チームや専門職と相談して、

利用者に合った現実的な支援方針が作成さ

れる。支援方針が正しく作成されていれ

ば、マッチングの時間もあるいは短縮でき

るのではないかということですね。 

 これについては、チェックシート及び運

用方法の見直し。チェックシートがもし駄

目で使われないのだったら、内容を考える

必要があるということですね。駄目じゃな

いのだったら、その運営をきちっと守りま

しょうということです。 

 困難事例検討会において支援方針の検討

強化。これは先ほど申し上げたとおり、八

杖先生の御尽力で大分改善されてきており

ます。 

 緊急事務管理の運用方法の見直しと周

知。それから、提出資料の見直し、事例の

振り返りと改善策の検討。現状では次から

次にやってくる区長申立ての件数を処理す

るのが精一杯で、きちんと適切にできたか

どうかという見直しが行われていないとい

うことです。 

 次に、これは基本計画とか、そういうも

のとは関係がないのですけれども、区全体

の組織運営として課題となっているところ

が最後に記載させていただいております。 

 他部署との連携が不十分なことにより、

要支援者の把握に時間がかかっている事例

があるということですね。具体的に申し上

げると、区ではいろんな業務に携わる職員

がおります。そういう職員の一人一人がそ

ういう意識を持って利用者を見ていないと

いうことですね。 

 目標としては、全ての職員がそうした権

利擁護支援の意識を持って業務に取り組ん

で、ネットワークの一員として適切に機能

しているということです。 

 これについては、職員向けの研修方法を

継続的に続けていくという案を立てていま

す。 

 ３番についての説明は以上になります。 

○八杖会長 ありがとうございました。非

常に重要な検討を今回していただいたと認

識しております。 
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 どのテーマも国の第１期計画、また第２

期計画には含まれているものばかりで、そ

れを足立区の現状ということを踏まえて今

回作成していただいたと思っております。 

 非常に大部なものになっていますので、

時間の関係もありますので、前半と後半に

分けて意見等をいただきたいと思います。 

 前半は、今御説明いただいた個々の内容

について、もし御質問とか御意見とかあり

ましたらお願いをしたいと思います。時間

で言うと３５分ぐらいまでそういうのをや

りたいなと思っています。 

 それから、後半は、今回つくっていただ

いた課題と目標をどうやっていろいろな部

署でコンセンサスを得て、どうやって実行

していくのかというところを少し御意見等

いただきたい。総論的な話になりますけれ

どもと思っております。 

 では、まず前半の今御説明いただいた複

数のテーマ、たくさんのテーマがございま

したが、その中で気がついたこととか御質

問とか御意見があったら、委員の先生方に

お願いしたいと思いますけど、いかがでし

ょうか。矢頭先生、行けますか。順番に皆

さんから御意見をいただこうかなと思いま

すけれども。 

○矢頭副会長 多岐にわたり過ぎて、どこ

から話をしていったらいいのかちょっとあ

れなのですが、まずネットワークというと

ころで、先ほどの統計資料のところでちょ

っと気になっている。つまり、これらの数

字が１つの現れなのかな。 

 特に１１ページの発見者ですか、区長申

立てに至る案件の発見者の中で、年度によ

ってのばらつきはあるにしろ、例えばケア

マネジャー、介護サービス各種、こういっ

たところがやはり少ないのかなというとこ

ろが若干気になるのと、あと大変なお仕事

であれだと思うのですが、民生委員の方の

発見も少ないのかなというところで、こう

いった草の根というのですか、現場の方々

のそういう意味では認知度がこれからの課

題かなという趣旨で、このネットワークの

関係ではお聞きをしておりました。 

 したがって、この対策案ということであ

りますので、研修とかこういったところ

は、これからのカテゴリーというところ

を、課題を抱えているカテゴリーを重点的

にやっていっていただくということ、これ

は広報も一緒だと思うのです。 

 それからあと、広報のところの任意後見

のＰＲのところで、意思決定支援という話

があったのですが、任意後見の意思決定支

援は、契約したとき、元気なときの意思決

定支援の総体としての内容と、過去の意思

決定と、その後、判断能力が低下してから

現在の意思決定とこのぶつかり合いをどう

考えていくのかという問題も抱えていくの

で、そういう意味においては、今の意思決

定というものを重要視しつつ、過去どのよ

うに考えたかというところとを御本人にも

一緒に考えてもらって、新たな意思決定支

援をしていくというところが任意後見制度

における取組のやり方としては必要なのか

なと。 

 そういう意味でいうと、法定後見は、過

去どういうふうにお考えだったかという情

報が非常に乏しい中でやっていくというの

が非常に厳しいのですけど、任意後見の場

合は、一定程度考えていただいてまとめた

ものがある程度あるというところが非常に

いい武器にもなるというところがあるの

で、そういった利点をＰＲしていく、そし

てその時点での御希望等々をきちんとまと

めていくという、そういう意味でのエンデ

ィングノートみたいなものをつくっていく
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という必要性、もしくはそういったことを

残すことができる制度としての利点という

ものを広めていっていけたらいいのではな

いかなと思った次第です。 

 あと、区長申立ての件、過去の審査会で

もちょっとお話をさせていただいたことが

あるかと思いますけれども、全体像を見る

立場にないことからあれですけれども、過

去の事例において、本来であれば成年後見

制度を利用したほうがいいのではないのか

なと。どう見ても、申立てをしていただけ

そうな親族がいない状況の中で、申立人さ

ん、区長申立てにつながらないという案件

をどうやってそのルートに乗っけていった

らいいのかというところは、やはり若干気

になるところなので、個別の案件を見つつ

も、ルートに乗せていく全体像、区として

の制度というのでしょうか、そういったも

のも見たときに、例えば事業所の立場、も

しくは地域包括の立場で、こういった問題

点として気がついたところがないのかどう

かというヒアリングをしていく必要もある

のではないかなと思った次第です。 

 一応、そんなところで。 

○八杖会長 ありがとうございます。すみ

ません、突然振りましたので、また出てき

たら後ほどお願いしたいと思います。 

 次は大輪委員、振っても大丈夫でしょう

か。お願いします。 

○大輪委員 どこからお話しできればいい

のかなと迷っているところですけど、相談

機能とネットワークのところでは、まず成

年後見制度につなぐところの入り口の部分

での整備状況が未整備だというふうに目標

をお聞きする中で思いました。 

 実際にいろんな機関がいろんなツールを

使って相談シートを起こしているという状

況の中で、１つ何かツールのようなものが

あって、そこで実際に他のサービスの利用

が可能なのか、ほかの支援がどのようなも

のがあるのか、そして地域福祉権利擁護事

業にどのようにつなぐのかというような、

恐らくできているかもしれませんが、そう

いった共通のツールというものがここでも

しあったら、具体的な質問にはならないの

ですけれども、今実際にどういうものを使

っているのか、使っているものの中から整

理していただき、１つのツールにつくり上

げていき、区の中で利用されるというやり

方があるのではないかと思いました。 

 苦情のところでは、社会福祉士会に挙げ

られる成年後見の苦情の中で一番多いもの

が、実際に社会福祉士なのに身上監護がで

きてないという苦情が寄せられます。 

 実は、身上監護、成年後見制度の身上監

護というのは、それぞれの社会福祉士の判

断で担っていることがあり、平均値がない

中で、期待に添えないというような苦情が

あります。 

 そういったときに、中核機関の役割とし

てチーム支援の中で、身上監護について、

実際に関係機関や成年後見人と話し合える

ような場があれば苦情にせずに、チーム支

援につながっていくのではないかなと思い

ますので、中核機関の役割としてチーム支

援バックアップといったときに、重要な問

題として身上監護というのが隠れているこ

とが多いのではないかと御報告を聞いてい

て気がついた点です。 

 以上です。 

○八杖会長 ありがとうございます。髙木

委員、ご発言ですね、どうぞ。 

○髙木委員 この課題と目標、非常に丁寧

に検討されて、前向きな方向性で進めると

いう意欲はすごく感じます。 

 私としては高評価なのですけれども、実
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際に今まで量的増加を目指したことが質的

向上を深めていくという形になって、こう

いうことをつくったのだと思いますけれど

も、例えば地域連携ネットワークとか、い

ろいろ種類で検討されていますが、これは

そちらのほうの現場との担当者との連携は

取れているのでしょうか。 

 というのは、結局、課題と目標をどうい

う次元で公表していく、設定していくかと

いうときに、こちら一方的では問題がある

と思うのですね。現場のほうの意見も組入

れた上での課題と目標の設定をしないとい

けないと思うのですが、そこら辺は取れて

いるのですか。 

○笠尾権利擁護推進係長 もともとの発案

が私個人で全部考えたということじゃな

く、今までやってきた連絡会とか、意見交

換の上で、こういうことが実際に困ってい

ますよという話をいろんなところから聞い

た上で、それを分析してまとめているとい

うことになります。 

 登場しているということは、誰かがこれ

によって困っているということなので、そ

れを解決する策としては、みんなで協力し

てやっていくしかないと考えています。 

○髙木委員 先ほども言ったように、これ

は非常にいいことだと思っている。これは

課題と目標ということで、今後どこかのと

ころで発表するような形になるのですか。 

○笠尾権利擁護推進係長 行く行くはそう

いうことも視野に入れていますけど、現状

ではたたき台ということで、皆さんで今回

お話しさせていただいた上で、こういうこ

とも盛り込んだほうがいいとか、これはち

ょっと違うとか、そういうことも含めて精

査していただければと考えて今日、説明さ

せていただきました。 

○髙木委員 これだけのものをおつくりに

なっているわけですから、これを踏まえ

て、ある意味たたき台にして、関係の機関

といろいろ協議をした上で、これをもう少

しブラッシュアップするようなことでいか

れると非常にいいのではないかと思いま

す。 

○八杖会長 ありがとうございます。もう

既に、先ほどの前半と後半に分けた後半の

の議論にも突入している感がありますけれ

ども、私も前半のところで一言だけお伝え

しておきますと、まずこういった取りまと

めができたということは、足立区としては

非常にプラスではないかなと思います。 

 冒頭の挨拶のところで申し上げました

が、足立区はいい取組が非常に多いのです

よね。福祉も先進区として認識されている

ところなのですが、皆さん、どこに向かっ

て走っているのかというのがいま一つ、今

まで明確ではなかったような気がしており

ました。 

 そういった意味で、みんなでこういった

課題とか目標を共有しながら進んでいける

ということはよろしいことなのではないか

なと思っています。 

 昨年度まで私は足立区の成年後見に関す

る行政計画について内部的なものでも構わ

ないので、計画を立ててほしいということ

をお伝えしてきましたが、これが第一歩に

なっているのではないかなというのが私の

評価です。 

 それから、個別のところで幾つかお伝え

しておきますと、やはり高齢者が多い内容

になっていて、用語も含めて、介護と書い

てあるとか、障がいの分野の用語もこの中

にきちんと入れていっていただく必要があ

るのかなと。 

 そういった意味で、ご家族とかご本人と

か、そういったことについても、用語とし
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てはしっかり触れていく必要があるのかな

と思っております。 

 それから、先ほどチーム支援、これが優

先課題だという御説明がありました。これ

は各自治体ともチーム支援、どうやったら

いいのだろうというのが非常に悩みとして

今出てきているところですね。自然とチー

ムが発生して、単に見守っているだけでは

なかなかチーム支援という形にはならない

ことが多いので、どうしても一定程度、自

治体や中核機関がチームをバックアップし

ていくような取組が必要になってくるのだ

と思います。 

 ですから、対策案のところに、これは第

２期計画にも書かれている用語なのです

が、チーム形成支援、チームをつくる支

援、それとあとチーム自立支援、これはつ

くったチームが育っていくということだと

思うのですけれども、その取組というのを

入れていただくとよろしいのかなと思いま

した。 

 まだ５分程度、前半戦でお話しする時間

がございますが、先ほど言い足りないとい

うことがありましたらお伝えいただければ

と思いますけど、委員の先生方いかがでし

ょうか。 

 やはりチームのところは、矢頭委員に少

しお伺いしたいのですけれども、ネットワ

ーク協議会、ここで先ほど髙木委員からも

話があったとおり、どうやってチームを形

成してどうやっていくのかということの議

論、これは非常に重要なのかなと思ってお

りまして、先ほどの対策案のところでも介

護関係者と後見人の意見交換会、ネットワ

ーク協議会で実施をしたいというお話があ

りましたが、もしその点、何かお考えにな

るところがあれば御発言いただきたいと思

いますが、いかがですか。 

○矢頭副会長 協議会の役割としては、そ

れぞれ皆様が担当している案件を踏まえ

て、それぞれの課題を一定程度まとめた形

で、それを皆さんで共有化して、それをい

かに各案件のよりよき支援につなげていく

かという問題とともに、やはり地域の課題

をどう分析し、そして整理して、そこをど

う改善していくかという、こういった取組

が期待をされているものと理解をしていま

すけれども、そういう関係で、後見人と介

護関係者というのは違った立場で支援をし

ていっておりますので、一定程度抽出され

た課題をきちんと、論点を一つ一つ議論し

合うということが非常に重要だなと思いま

す。 

 また、それらが議論されたことが、専門

職であれば専門職の中で共有され、介護関

係者の中で共有されて、そういえばそうい

った話が足立区の協議会で出ていましたね

といったところが皆さんで共有していくと

いうことが非常に重要かなと思いますの

で、これからということだと思いますが、

実態として協議会の会議、非常に短い時間

の中で発言する方も決まっているというこ

とで、笠尾さんが非常に御苦労されて、会

議の運営等もいろいろ工夫をされていると

ころでありますので、今後、そういった中

で発言のしやすい協議会とともに、そうい

った関係者の方々が忌憚のない意見を言え

る雰囲気づくりというのも非常に重要なポ

イントだろうなと思っているところです。 

○八杖会長 ありがとうございます。ほ

か、前半戦のところで何かございますか。 

 では、後半戦も含めてですけれども、先

ほど髙木委員からも御発言いただきました

とおり、大変すばらしいものにはなってい

るけれども、どうやって進めていくのとい

うのを少し意見交換させていただければと
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思っております。 

 髙木委員の先ほどのお話ですと、やはり

それぞれの関わっている部署でこれがコン

センサス取れてないと意味がないのではと

いう御発言だったかと思いますけれども、

現状、まず課題と目標、先ほど笠尾さんの

御説明で、これまで積み重ねられてきたも

ののまとめだという御説明がありました

が、各部署でこれはもう既に共有されてい

るという、コンセンサスとまではいかなく

ても、一応ペーパーベースでは配付をして

共有されているということでよろしいでし

ょうか。そこはよろしいですね。 

 そうしますと、各部署でこれを今後どう

やっていこうかということになるのだと思

うのですけれども、ここはこうやって進め

たらいいのではないかとか、御意見があっ

たらまずいただきたいと思いますので、委

員の先生方、お願いします。 

○大輪委員 地域連携ネットワークとか重

層的支援とかチーム支援というのは一体何

なのだろうと実態を考えたときに、一緒に

動くということなのだと思うのです。同じ

課だけではなくて、課を超えていろんな課

が一緒に現場に行って動く、現場で同じよ

うなことを共感してくる、そしてそれぞれ

が役割を分担するのはそこからですよね。

それぞれができる役割をきちんと確認して

いくということがすごく重要だと思いまし

て、まずは、提案していただいたものを実

際するには一緒に動いていただく。 

 保健とか精神とか別れるのではなくて、

この問題に今必要なメンバーが、具体的に

一緒に動いてみる、誘ってみて動いてみ

る、社協と一緒に動いてみるということが

チーム連携ネットワークの基本だと思いま

す。 

 それぞれの部署が少しずつ重なり合いな

がら動いていくということをやると、自然

とチームの形成に近づいてくるし、それぞ

れが自分のところの役割を認識できてくる

のではないかなと現場にいて思っていま

す。 

○八杖会長 ありがとうございます。ほか

の委員の先生方、御意見があったらお願い

したいと思いますけど、いかがですか。 

 意見もまだまとまらないところもあると

思うので、所管の皆さんの御意見とか御感

想を少し伺ってみるなんていうことをして

もよろしいでしょうか。 

 では、まず中核機関、センターから行き

ますか。社協さんのほうから今こういった

課題や目標というのが提案されて、それに

ついてコメントがあったらお願いします。 

○山本権利擁護センターあだち課長 本当

にこれ、課題と目標とその対応策というと

ころで、まとめていただいて本当に分かり

やすくよかったなというのは第一印象とし

てはあるところです。 

 特に、第２期の基本計画の中でも、担い

手の養成というのがかなり上位に来ている

というところでいうと、区民後見人の養成

については権利擁護センターで主にやって

いるというところもありまして、受任ケー

スの調整とか、そういった御依頼も含めた

動きというのも権利擁護センターから基本

的にはさせていただいていますので、その

辺が今後、もうちょっと急ピッチな形で促

進できていければなということは考えてい

るところです。 

 こちらのＰ２８のページにもありますと

おり、法人後見支援員の導入については今

年度からスタートの予定となっていまし

て、今現状、法人で受けている３件のケー

スのうち２件が特養に入られて居所も安定

して、いつでも引き継げる状況にはなって
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きているので、早ければ夏には、まず法人

後見の支援員という形でやっていただい

て、半年から１年ぐらい一緒に動く中で単

独受任に移していくという予定をしていま

す。 

 それから、それがリレーしていく、単独

受任に引き継いでいくと、また今度、新し

く法人後見として受任するという、この循

環をつくっていく必要もあるということな

ので、今年度の予定としては、法人後見で

今３件受任しているうち２件がリレーして

いけそうなケースが出てきている。新たに

２件、新規で法人後見を受任していくとい

う形で今ケースの調整をしているところで

す。 

 ３件に続いて４件目が今審判待ちの状態

で、恐らく数週間で審判が下りて、特に問

題なければ法人として受任する４件目が登

場すると思いますので、そういった循環を

やりながら、区民後見人さんに逐次、活躍

の場を提供していければなと思っていま

す。 

 あと一方で、モチベーションを上げてい

く取組というのも一方で必要なところでは

あると思うのですが、区民後見人さんに対

する集まりというか、そういったものを昨

年も１回やったのですけれども、特にテー

マを設けない意見交換というところで終わ

ってしまったので、今年度は現時点、２回

予定していますが、少し研修の中身も含め

た形で開催できればと思っています。 

 実は、今週の火曜日、第１回目がありま

して、他地区の状況を皆さんで勉強しまし

ょうということで、統計の資料の中にもあ

ります墨田区の社協の方にお越しいただい

て、あと区民後見人さんにもお越しいただ

いて、実際の区民後見人としての活動の御

報告をいただいたりするということをして

やっています。 

 そんな形で、スキルアップとかモチベー

ションアップの取組もしつつ、法人後見か

ら受任していく循環をスムーズにいけるよ

うな取組というのを今年度以降やっていき

たいと思っています。 

 以上です。 

○八杖会長 ありがとうございます。具体

的なイメージがこの中にできているような

印象を受けました。ありがとうございま

す。 

 続いて、どうしましょうか、高齢、知

的、精神みたいな感じで聞いていってもよ

ろしいですか。 

○笠尾権利擁護推進係長 おっしゃるとお

り、知的と精神の部分というのはほとんど

書かれてないので。 

○八杖会長 では、精神と知的について少

し聞いていきたいと思いますけど、精神は

田口さんにお聞きしてもいいのですか。別

の方がよろしいですか。 

○田口精神保健担当係長 この資料を拝見

させていただいて、あと先生方の御意見を

聞きながらなのですけれども、３件といい

ますか、３回続けてこの間、区長申立てに

上がってきた方たちは長期入院の方たち

で、お金がとてもたまってしまって、入院

のために使うところがなくてたまってしま

ってという方がとんとんと上がってきまし

た。 

 制度を開始する時期をもっと前にできた

のではないかと思いましたので、制度の理

解、そして権利擁護の理解というところは

進めていってほしいなと思います。また、

そういう方たちもチームとして一緒に関わ

ることで、今後のことも一緒に、お金のこ

とだけではなく、支援ができたらなと思い

ます。区長申立ての案件でこの間、検討し
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たところでも、後見人さんがついた後、チ

ームが手放すというのではないですけれど

も、その先の支援を考えてないというとこ

ろもありましたので、全体で見るという視

点を持ちつつ、お渡しするのではなく、一

緒にやっていくというスタンスで進めてい

ければと思いました。 

○八杖会長 ありがとうございます。で

は、知的のところで課題と目標について、

これは小川さんでよろしいですか。 

○小川虐待防止・権利擁護担当係長 チー

ムが優先課題というところで書かれている

ので、これを障がいのところに引きつけな

がら今考えている中で、課題でチームを支

援する仕組みがないとか、チームが形成さ

れていない場合があるというのが、私は実

感として知的障がいの支援の中でチームと

いう意識があまりないというのが現状では

あるかなという気がするのです。 

 行政の立場でいうと、各援護係がサービ

スの支給決定をする。例えば日中は生活介

護の通所施設に通って、ヘルパーさんを使

いながら自宅で、あるいはヘルパーさんは

部分的に使いながらグループホームでなん

ていうサービスそれぞれの個別の支援計画

というのがありながら、一方で全体的なサ

ービスを組み立てたり、差配する相談支援

サービス利用計画というのを立てるとい

う、それぞれがあるのですけれども、それ

が一本化されてないというか、俯瞰的に見

ることができていないというか、そういう

のをすごく、特に権利擁護とか虐待とかが

絡んできたときに、誰がこの方向性を進め

ていくのだろうか、当然チームが進めてい

くわけですけれども、それぞれのできるこ

とを今一生懸命やっているというだけで、

なかなか物事が進んでいかないみたいなも

のがすごく実感としてあります。 

 私は何をするのだろう、私というかこう

いうネットワーク協議会の中でどういうふ

うにしていくのかというと、まずチーム支

援というのが必要ですよというところから

始めなくてはいけないのかもしれない。 

 それはなぜなら、権利擁護支援というこ

とを考えたときにはそうなっているから。

根本的に意思決定支援、だから、御本人に

何がやりたいのですかと聞くところから始

めることがなかなか障がいではできていな

いような気がするのです、特に知的障がい

の方ですね。 

 ですから、そこにどうやって働きかけて

いくのだろうかということを今皆さんのお

話を聞きながら考えていて、そこを例えば

私たちのほうで企画しようとしている小規

模講座みたいなところでもそういうエッセ

ンスを入れていくということももちろん必

要ですけれども、それだけでは全然間に合

わないわけですから、それを具体的にどう

いうふうにして進めていくのかなというこ

とを皆さんのお話を聞きながら考えていた

ところです。 

 以上です。 

○八杖会長 ありがとうございます。それ

ぞれの所管の方から、課題と目標のご意

見、皆さん、並べられているテーマという

よりかは、このペーパーを踏まえて実際に

どうしていくのか、そういう思考になって

いて大変すばらしいなと思いました。 

 これをどうやって進めていくかというと

ころをもうちょっとだけお話ししておきた

いと思うのですけれども、まず各部署に見

ていただいて、自分のところはどうだとい

うのがきっとあると思うのですよね。そこ

を補充していただく作業をしていただく必

要があるのではないかなと思っています。 

 それとあとは、先ほど事業計画のご説明
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がありましたが、それぞれテーマごとで、

その事業計画がどこに位置づけられるのか

というのを併せて記載をしていくといいの

かなと思いました。 

 あとは、技術的なことでいうと、どんど

ん更新されていくペーパーだと思いますけ

れども、どこかで一度フィックスするとい

うことが必要かなと思っていて、秋頃に、

これがもう既に「案」という段階で動き始

めてもちろん構わないわけですが、秋頃に

一旦の形でフィックスするということを検

討したらどうかと思いました。 

 あとは、実際にどれくらいの期間をかけ

てこういったことを行っていこうかという

ことは、今後、皆さんで御検討いただきた

いと思いますし、あとは毎年毎年、この目

標に向かってやってきたことの達成とか、

評価、行政の場合は評価をしっかりしてい

かないといけないと思いますから、それは

よくも悪くも、できなかったら、できなか

ったからこうしていこうということをして

いかなきゃいけないと思いますので、評価

をどうやってしていくのかということも、

どれくらいの期間をかけてということと一

緒に検討していかれるとよいのではないか

なと思います。 

 こんなにたくさん言うと後で怒られてし

まいそうですが、私は拝見した感想として

は、そんな感想を持ちましたので、あと委

員の先生方で、いや、違うのではないかと

か、補足とかありましたら、ぜひお願いを

したいと思いますけど、いかがでしょう

か。 

 矢頭先生、どうぞ。 

○矢頭副会長 八杖会長がおっしゃったよ

うに、やはりまず各部署で、今お三方がお

話しされていましたので、各部署で担当さ

れているところで、これを見ながら思うと

ころが多分おありなのだろうなと。 

 それを今まで行ってきた活動事業の運営

についてもう一度整理をしていただくとい

うことは必要だろうなと思います。 

 その中で、今八杖会長がおっしゃったの

は、ＰＤＣＡサイクルに載っけていくとい

うことだと思いますので、そういった状況

をこの審査会の中で随時御報告いただくと

いう中で、皆さんで共に進捗状況を確認し

合いつつ、新たな課題等を情報共有して一

歩一歩進めていくということだと思います

ので、スパンとか、そういったところは無

理なスパンではなく、可能な限りの、でき

る範囲でのスパンで考えていただければよ

ろしいかと思いますので、ぜひお願いした

いと思います。 

○八杖会長 ありがとうございます。ほか

の先生方いかがですか。よろしいですか。

お願いします。 

○大輪委員 もうなんども出ていることで

すけれども、成年後見制度の２期計画で一

番言われているところが尊厳のある本人ら

しさというところなので、本人を中心にし

てどういう動きをしていくかという視点に

大きく切り替えていく必要があるのだと思

います。 

 そのため、入り口のところの整理でも、

例えば成年後見申立てに対して本人の意思

はどうなのかということをきちんと確認し

ていく、先ほど小川さんが何度もおっしゃ

っているように、意思決定支援というのを

どういうふうに行っていくのかというとこ

ろを少し計画の中にも盛り込んでいただい

て、視点を支援者側から本人主体の計画に

なればいいなと思います。 

○八杖会長 ありがとうございます。皆さ

んよろしいですか。 

 大変すばらしい内容のものをこれから実
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際に実行して、足立区内で権利擁護支援と

いうのが必要な人に届くような形で進めて

いただきたいと思います。 

 次回の審査会でもその点のご報告を継続

して求めたいと思いますので、その準備は

よろしくお願いします。 

 では、議題がまだ幾つか残っております

ので、議題の４番、足立区民後見人選考状

況について、こちらの議題に移りたいと思

います。事務局にご説明をお願いしたいと

思います。よろしくお願いします。 

○笠尾権利擁護推進係長 資料は最終ペー

ジになります。 

 こちらのスケジュール表にもございます

とおり、当初の予定から現状３か月程度、

コロナ等のため遅れが生じています。 

 今年度の状況について説明しますと、４

月に第一次選考を行って、応募者７人、通

過者が２名ということで、その２名につい

て６月に面接を行いまして、この間、結果

が出ましたけど、面接によって２人とも合

格ということになりましたので、今後はそ

ちらの表のとおり、８月から研修オリエン

テーションなどの研修を開始して、来年度

の５月まで。その後、三次選考、これは未

定になっていますけど、６月か７月という

ことで三次選考をやって、その後登録とい

うスケジュールを今のところは予定してお

ります。 

 その下の表は、現在の区民後見人の登録

者数の推移ということで３行ございまし

て、一番上の行は新規登録者数の年度ごと

の数でございます。これをトータルすると

４７名、今まで一度でも登録した人が４７

名という形で、真ん中の行については、年

度初めに今年、継続して登録するかどうか

という意向聴取をしていますけれども、そ

れによって継続されている方が現状だと４

年度の頭で２９名ということになっており

ます。 

 最終行については、その年度に新規に受

任した件数を書いてございます。 

 延べにすると３４件という数になってご

ざいますが、途中でお亡くなりになる方等

もございますので、現状は、今年度は７名

の受任という形になっていましたが、直前

で最近、お一人お亡くなりになった方が発

生しましたので、現状は６名という形。資

料、ごめんなさい、間に合わなかったので

７名という形になっていますけれども、現

状は６名という形になっています。 

 そういう形なので、２０名以上は受任さ

れてないという状態、それとあとスケジュ

ールが大変タイトになってきて、本来であ

れば、また今年度、別途の新規募集という

のをしたいところなのですけれども、現状

だと難しいかなという状態になってござい

ます。 

 あと、課題としては、先ほどの３番のと

ころで申し上げたとおりでございますの

で、こちらについては、権利擁護センター

あだちのほうと協力しながら、現状打破に

向けてこれからやっていきたいと思ってお

ります。 

 ４番についての説明は以上になります。 

○八杖会長 ありがとうございます。そう

すると、スケジュールが遅れているという

ことの御報告だったということでよろしい

のですよね。 

○笠尾権利擁護推進係長 そうです。 

○八杖会長 遅れることの影響といいます

か、これができなくなるとか心配している

ということがもしあったらお伝えいただき

たいと思いますけど、いかがでしょうか。 

○笠尾権利擁護推進係長 遅れることによ

って、年間スケジュールというのが、様々
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な皆さんの関わりの中で選考されていくも

のですので、３か月遅れると３か月遅れで

そのままのスケジュールでいけるかという

と、必ずしもそういうことではなくなって

しまうのです。 

 例えば、この制度審査会の皆様の御協力

も得ながらやらせていただいていますの

で、開催の時期に併せて後見人の募集のス

ケジュールも考えていかなきゃいけないと

いうことになりますので、その調整が非常

に困難になるということですね。そういう

のを含めて、当初計画の予定が立てられて

いるのですけれども、単純に３か月遅れて

全部スライドできるわけではないというこ

とです。 

 そういう関係で、３か月遅れで、来年も

３か月遅れねという形には単純にはできま

せんということと、もう一つあるとする

と、やはり受任する件数が少ないので、ど

んどん応募ばかりきて、全然受任ができな

いということになると、それは区としての

姿勢も問われるという形になりますので、

そういうことも併せて今後のスケジュール

を考えていきたいということです。 

○八杖会長 ありがとうございます。今の

受任する件数が少なくなっていることにつ

いて、もし御意見があったら委員の先生

方、いただきたいと思いますけれども、ほ

かの自治体ではこんな取組をしていますと

か、もしそんな御紹介などがあったらお願

いしたいと思いますけど、いかがですか

ね。矢頭委員、お願いします。 

○矢頭副会長 区民後見人の方々の案件の

急減というのは、やはり区長申立てが多い

かなと。もう一つは、地権事業からの移

行、この２つをいかにという中で、やはり

専門職がふさわしい案件もあるかと思うの

で、そういった中で区長申立てが、区が独

自にコーディネートできる立場にいらっし

ゃるわけなので、例えば専門職がふさわし

い案件だとしても、課題が解決した後、区

民後見人にスイッチするということを想定

して、当初の担当する専門職は、課題が解

決したら辞任、そして区民後見人にタッチ

するという条件で申立てをしていく。 

 それが、家庭裁判所がオーケーを出すか

出さないかは家庭裁判所次第ですけれど

も、少なくともそういった計画をし、コー

ディネートしていただくということによっ

て、案件が増えていくということは期待で

きるのではないのかなと思いますので、ぜ

ひそういった区がコーディネートしたリレ

ー方式を増やしていただければなと思いま

す。 

○八杖会長 ありがとうございます。今の

話の関連で言うと、法人後見、これは社協

さんで行う法人後見ですね。専門職ではな

くて、法人後見をかませて、そこで課題解

決をして、それで区民後見人にリレーする

というやり方もほかの自治体では幾つもや

っておられると思いますので、参考にして

いただければと思います。 

 あとは、ほかの自治体でみんな気をつけ

ていることというと、区民後見人さん自身

が自発的に活動していくということ。受け

身じゃなくて、自発的に自分たちで、こう

いったことがあるよね、そういう自発的に

活動していく環境の整備をしていくべきだ

という意見が最近出ていると思います。 

 例えばある自治体では、ほかの自治体の

区民後見人さんと交流をして、自分たちは

こんなことをやっているとか、紹介しあう

ような取組をやっているというところもあ

りますし、自分たちでこんなことができる

のではないかというのを考えることによっ

てモチベーションが上がったり、さらに、
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成年後見制度に対する理解が深まったりと

いう、そういった効果があるという話もあ

りましたので、参考にしていただければと

思います。 

 ほかいかがですか。大丈夫ですか。 

 では、スケジュールのところはもし後ろ

倒しになって審査会のスケジュール等に影

響がある場合には、またお伝えいただけれ

ばと思いますので、その点よろしくお願い

します。 

 続きまして、最後の議題（５）その他と

いうのがございますが、もし事務局のほう

で何かありましたらお願いしたいと思いま

す。 

○笠尾権利擁護推進係長 私のほうから、

まず、先ほどから話題になっています地域

連携ネットワーク協議会の話、今年度第１

回の地域連携ネットワーク協議会を５月３

１日に開催しました。資料は用意してない

のですが、開催の報告をさせていただきま

す。 

 こちらのほう、令和３年度に発足してい

るのですけれども、コロナの関係で令和３

年度、１回顔合わせをしただけで終わって

いたという案件で、５月３１日にほとんど

もう１回仕切り直しという形になってしま

いましたけれども、コンセプトとしては、

必ず全ての委員に一言ずつ発言をしてもら

うということで開かせていただきました。

いろいろ案件を工夫したりとか、こちらか

ら質問を振ったりとかして、最終目標は矢

頭副会長の手腕もございまして達成できた

ということになっています。 

 そこで気がついたこととすれば、きちん

と振れば、思った以上に皆さんお答えいた

だけるということが分かりました。ですか

ら、今後もこの流れに沿ってネットワーク

を強化していきたい。 

 会議では、成年後見制度をどういうふう

にＰＲしたら効果的でしょうかという話も

させていただいて、それなりに皆さんから

御意見をいただいたところですので、引き

続きいろんな案件について協議会を使って

話し合っていきたいと思っています。 

 それから、その関係で、一部の委員の方

には既にお伝えしたところですけれども、

先ほど申し上げたとおり、優先課題に着手

したいということがありまして、当初、制

度審査会第２回、９月２２日に予定してい

たのですけれども、これを変更させていた

だきたいということで、その日に協議会を

開くということではないですけれども、１

０月に予定されてなかった協議会を１回増

やして入れて、そこで先ほど言ったような

介護関係との意見交換会というのをやらせ

ていただきたいということを考えていま

す。事務局のほうからその２点を最後に御

報告させていただきます。 

 以上です。 

○八杖会長 ありがとうございました。今

御報告いただいた内容について御意見のあ

る委員の方、いらっしゃったらお願いしま

す。よろしいですか。 

 意見は特にないということですので、議

題としては以上ということでよろしいでし

ょうか。 

 では、以上をもちまして本日の議事は全

て終了いたしました。円滑な議事進行に御

協力いただきありがとうございました。 

 議事録につきましては、事務局が作成し

て各委員への確認をお願いしたいと思いま

す。 

 本日は、以上にて閉会させていただきま

す。ありがとうございました。 

 

（ 閉 会 ） 


